


められる資料等は適当でないとしている。 
 

２．既存の通称を削除し、新たな通称を記載すること（いわゆる変更）は原則として

認められないこと 

通称とは、「氏名以外の呼称であって、国内における社会生活上通用しているこ

とその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載することが必要であ

ると認められるもの」である（住民基本台帳法施行令第３０条の２６第１項）。従

って、ひとたび社会生活上通用しているとされた通称が変わるということは通常は

想定されないものであり、原則として認められないものである。 

なお、日本人が戸籍の氏名を変更する場合でも、家庭裁判所の許可が必要である

等、厳格な取扱いとなっている点にもご留意いただきたい。 

 

３．頻繁に新たな通称を記載することで、通称が悪用される可能性があること 

新たな通称を頻繁に記載することは、通称の悪用に繋がる恐れがあり、ひいては、

住民票の公証機能の信頼性を損なうものであるので、その取扱いには十分にご注意

いただくよう今後とも引き続きよろしくお願いしたい。 

 

４．身分行為に基づく通称の記載の取扱い 

上記１～３にかかわらず、婚姻相手や養子縁組による養親の氏（婚姻相手や養子

縁組による養親が外国人住民である場合の通称の氏を含む。）を使用した通称を初

めて申し出る場合の取扱いについては、「外国人住民に係る住民基本台帳事務の取

扱いについて」（平成 24 年 10 月 29 日付け自治行政局外国人住民基本台帳室から

各都道府県住民基本台帳等担当課あて事務連絡）問 4と取扱いを変更するものでは

ないので留意されたい。 

 

 

 

 

 




